
 

意見書案第 11 号 
 

地域の実情に応じた民泊に係る法制化を求める意見書 

 

近年の訪日外国人客の増加に伴い、宿泊ニーズも多様化しており、それに対

応するため、民泊が増加しているが、旅館業法の許可を得て地域と良好な関係

で営業する事業者がある一方、無許可で開業して地域とトラブルを起こす事業

者が後を絶たず、地域住民から騒音やゴミの苦情、火災への不安等が少なから

ず寄せられている。 

民泊については、これまで、政府の規制改革会議において、規制の見直しや

緩和策が検討されてきており、本年６月２日の閣議決定においては、現行法で

は営業が認められていない住居専用地域でも営業が可能となり、地域の実情に

よっては条例等で規制することも可能な旨盛り込まれたところである。 

また、この新たな枠組みで提供されるものは住宅を活用した宿泊サービスで

あり、ホテル・旅館を対象とする既存の旅館業法とは別の法制度にするとされ

ているが、地域住民の安全な生活環境を守るためには、旅館業法の内容に準じ

た法整備の必要があると考えられる。 

よって、政府においては、法制化に当たり、下記の事項について取り組むよ

う強く要望する。 

 

記 

 
１ ホテル・旅館に準じたルールを設け、公衆衛生、防火・防災や防犯など、

管理責任の明確なルールを設けるとともに、その遵守を徹底させる策を盛り

込むこと。 

２ 地域住民の安心・安全な生活環境を守り、社会不安が生じないよう、地域

の実情に応じて運用できる法制化を進めること。 

３ 地域の実情に応じた民泊の年間営業日数の設定と、施設への調査、指導、

改善命令、業務停止、不正行為への罰則等について、条例等で規定の整備が

できるよう、地方自治体の関与について明確に規定すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 
 

平成２８年（２０１６年）１０月３１日 
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